
 

登録規程の改正 

２０１８．１２．２１． 

旧規程 新規程 改正の趣旨 

（個人会員登録） 

第４条  個人会員資格による登録は、本連盟および加盟

団体、その他の下部組織（以下｢本連盟等｣という。）の主催、

共催、後援または所管に係る競技会に選手として出場しよ

うとする者、審判員・監督・コーチ等、競技者に対する指

導的な活動をしようとする者、および本連盟・都道府県柔

連（協会）の役員について行う。 

２．個人会員資格による登録の区分は、役員・指導者（役

員等、公認指導者、学校顧問）、競技者（社会人、大学生、

高校生、中学生、小学生および未就学児）とする。 

３．本部会員は、本連盟の役員および職員、公益財団法人

講道館の役員および職員、本連盟の理事会が承認した者と

する。 

４．個人会員登録者は、団体会員登録が完了している団体

に所属しなければならない。 

５．休会員は、出産、育児、業務多忙、傷病等（以下「出

産・育児等」という。）の特別の事情を有する者が、休会届

を提出することにより管轄する団体から休会を認定された

者とする。なお、休会期間は、1 年、2 年、3 年とする。 

（個人会員登録） 

第４条  同左 

 

 

 

 

２．個人会員資格による登録の区分は、役員・指導者（役

員等、公認指導者、学校顧問）、競技者（社会人、大学生、

高校生、中学生、小学生および未就学児）とする。 

 

３．同左 

 

 

４．同左 

 

５．同左  

 

 

 

 

 

 

公認資格のうち「公認指導者」のみ取

り扱いを異にする必要はないので、個

人登録の区分から「公認指導者」を除

く。 

（公認資格登録） 

第６条 審判員の資格を取得した者は役員・指導者登録ま

たは競技者（社会人）登録（Ｃライセンスは大学生登録も

可）および審判員資格登録を行う。 

２．指導者の資格を取得した者は役員・指導者登録および

指導者資格登録を行う。 

３．形審査員の資格を取得した者は役員・指導者登録およ

び形審査員資格登録を行う。 

４．第８条第３項の規定に基づき、資格の有効期間内に当

該資格の登録の更新の申請を行わなかった場合には、当該

（公認資格登録） 

第６条 公認資格を取得した者は、個人会員登録に加え公

認資格登録を行う。 

 

２．（削除） 

 

３．（削除） 

 

２．第８条第３項の規定に基づき、資格の有効期間内に当

該資格の登録の更新の申請を行わなかった場合には、当該

 

同旨の反復を避けるため、条文を整理

する。 

 

 

 

 

 

公認資格標準化のため、文言を変更す

る。項番号整理。 



 

資格を喪失する。 

５．休会員は、前項の規定は適用しない。 

資格は有効でなくなる。 

３．休会員には前項の規定は適用しない。 

 

文章整理。項番号整理。 

（登録費等） 

第１３条 登録をする会員（個人、団体）が申請の際に納

付すべき登録費の額は、本連盟に納入する分と、都道府県

柔道連盟（協会）等に納入する分を合算した金額とする。 

２．登録費のうち本連盟納入分の額は、登録の種類および

登録者の区分に応じ、以下に掲げる金額とする。 

（登録）   

会員資格   登録区分         登録費 

個人会員   役員等         ２，６００円 

    公認指導者（準指導員含む）２，６００円 

    学校顧問         ２，６００円 

    社会人          １，６００円 

    出身校（社会人）     １，６００円 

    出身校（大学在学中）   １，３００円 

    大学生          １，３００円 

    高校生          １，０００円 

    中学生            ８００円 

    小学生            ５００円 

    未就学児           無  料 

       休会員            免  除 

    本部会員        １０，０００円 

団体会員   一般（実業団、道場・クラブ、警察） 

４，５００円 

    大学（専門学校含む）   ２，５００円 

    少年（中学生を含む）       １，５００円 

    少年（小学生・未就学児）   ５００円 

（公認資格登録費） 

資格区分          登録費 

審判員 顧問審判員    ２０，０００円（初回のみ） 

 Ｓライセンス審判員       ３，０００円 

（登録費等） 

第１３条 同左 

 

 

２．登録費のうち本連盟納入分の額は、登録の種類および

登録者の区分に応じ、以下に掲げる金額とする。 

（会員資格登録費）   

会員資格   登録区分      登録費 

個人会員   役員等          ２，６００円 

公認指導者（準指導員含む）２，６００円 

    学校顧問           無  料 

    社会人          １，６００円 

    出身校（社会人）     １，６００円 

    出身校（大学在学中）   １，３００円 

    大学生          １，３００円 

    高校生          １，０００円 

    中学生            ８００円 

    小学生            ５００円 

    未就学児           無  料 

       休会員            免  除 

    本部会員        １０，０００円 

団体会員 一般（実業団、道場・クラブ、警察） 

４，５００円 

     大学（専門学校含む）  ２，５００円 

     少年（中学生を含む）  １，５００円 

     少年（小学生・未就学児）  ５００円 

（公認資格登録費）   

資格区分         登録費 

審判員 顧問審判員    ２０，０００円（初回のみ） 

 Ｓライセンス審判員      ３，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認資格のうち「公認指導者」のみ取

り扱いを異にする必要はないので、個

人会員の登録区分から「公認指導者」

を除く。 

学校顧問は登録によるメリットを受

けないため無料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ａライセンス審判員       ２，５００円 

 Ｂライセンス審判員       １，５００円 

 Ｃライセンス審判員       １，０００円 

形審査員          １，０００円 

指導者資格にかかる登録費については、上記公認指導者（準

指導員含む）登録費２，６００円のみである。 

 

 

（保険料）障害補償・見舞金制度保険料      ６００円 

（年齢にかかわらず一律） 

公認指導者賠償責任保険料（任意契約分） 

所定の金額 

 

３．登録費のうち、都道府県柔道連盟（協会）納入分の額

は、登録の種類および登録者の区分に応じ、対応する本連

盟納入分の額の２倍に相当する金額を上限として、都道府

県柔道連盟（協会）が定めるものとする。 

４．登録の手続きが完了した後は、一旦納入された登録費

はいかなる理由があっても返還しない。 

５．登録費と同時に納入する「審判員登録費」は、別途定

める「公認審判員規程」による。 

６．登録費と同時に納入する「形審査員登録費」は、別途

定める「公認形審査員規程」による。 

７．登録費と同時に納入する「保険料」は、別途定める「障

害補償・見舞金制度」による。 

８．登録費収入は、その総額の５０％以下を本連盟の管理

運営の財源として使用するものとする。 

 Ａライセンス審判員       ２，５００円 

 Ｂライセンス審判員       １，５００円 

 Ｃライセンス審判員       １，０００円 

形審査員          １，０００円 

指導員                 １，０００円 

 

ただし、在学中の者については公認資格登録費を無料とす

る。 

（保険料）障害補償・見舞金制度保険料    ６００円 

（年齢にかかわらず一律） 

公認指導者賠償責任保険料（任意契約分） 

所定の金額 

 

３．同左 

 

 

  

４．同左 

 

５．（削除） 

 

６．（削除） 

 

５．登録費と同時に納入する「保険料」は、別途定める「障

害補償・見舞金制度」による。 

６．登録費収入は、その総額の５０％以下を本連盟の管理

運営の財源として使用するものとする。 

 

 

 

 

新たに指導員の公認資格登録費を設

ける。 

大学資格取得促進のため、在学中は無

料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項と重複するため削除する。 

 

第２項と重複するため削除する。 

 

項番号整理。 

 

項番号整理。 

付則 

１．この規程は､平成４年４月１日から施行する｡ 

２．この規程は、平成９年４月１日から一部改正(登録費)し

て施行する｡ 

３．この規程は、平成１６年４月１日から一部改正(登録費

附則 

１．同左 

２．同左 

 

３．同左 

文言整理 

 

 

 

 



 

と対象)して施行する｡ 

４．この規程は、平成２２年４月１日から一部改正（登録

の拒否）して施行する。 

５．この規程は、公益財団法人全日本柔道連盟の設立の登

記の日（平成２４年４月１日）から施行する。 

６．この規程は、平成２５年４月１日から一部改正（登録

の区分の変更）して施行する。 

７．この規程は、平成２６年４月１日から一部改正（特別

会員の廃止等）して施行する。 

８．この規定は、平成２７年４月１日から一部改正（オン

ライン登録への変更）して施行する。 

９．この規定は、平成２７年１１月３０日から一部改正（公

認資格登録追加等）して施行する。 

１０．この規定は、平成２９年４月１日から一部改正（改

廃条文の改正、休会員の新設、登録要領の廃止）して施行

する。 

 

４．同左 

 

５．同左 

 

６．同左 

 

７．同左 

 

８．この規程は、平成２７年４月１日から一部改正（オン

ライン登録への変更）して施行する。 

９．この規程は、平成２７年１１月３０日から一部改正（公

認資格登録追加等）して施行する。 

１０．この規程は、平成２９年４月１日から一部改正（改

廃条文の改正、休会員の新設、登録要領の廃止）して施行

する。 

１１．この規程は、平成３０年１２月１０日から一部改正

（登録区分変更、公認資格登録費変更）し、平成３１年度

登録より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


